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○薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十大号）  

第一章 総則  

（薬剤師の任務）  

第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛   

生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。  

第二章 免許  

（免許）  

第二条 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。  

（免許の要件）  

第三条 薬剤師の免許（以下「免許」という。）は、薬剤師国家試験（以下「試験」という。）   

に合格した者に対して与える。  

（絶対的欠格事由）  

第四条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。  

（相対的欠格事由）  

第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。   

一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で  

定めるもの   

二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者   

三 罰金以上の刑に処せられた者   

四 前号に該当する者を除くほか、薬事に閲し犯罪又は不正の行為があった者  

（薬剤師名簿）  

第六条 厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項又は第二項の規定によ   

る処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。  

（登録及び免許証の交付）  

第七条 免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによって行う。  

2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。  

（意見の聴取）  

第七条の二  厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第五条第一号に掲げる者に該当   

すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請   

者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見   

を聴取させなければならない。  

（免許の取消し等）  

第八条 薬剤師が、成年被後見人又は被保佐人になったときは、厚生労働大臣は、その免許   

を取り消す。  

2 薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行   

為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。  
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一 戒告   

二 三年以内の業務の停止   

三 免許の取消し  

3 都道府県知事は、薬剤師について前二項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、   

その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。  

4 第一項又は第二項の規定により免許を取り消された者（第五条第三号若しくは第四号に   

該当し、又は薬剤師と・しての品位を損するような行為のあった者として第二項の規定によ   

り免許を取り消された者にあっては、その取消しの日から起算して五年を経過しない者を   

除く。）であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、そ   

の他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、   

再免許を与えることができる。この場合においては、第七条の規定を準用する。  

5 厚生労働大臣は、第一項、第二項及び前項に規定する処分をするに当たっては、あらか   

じめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。  

6 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、   

都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見   

の聴取をもって、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。  

7 行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章第二節（第二十五条、第二十六条及び第   

二十八条を除く。）の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合につ   

いて準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第   

十五条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項（同法第二十二条   

第三項において準用する場合を含む。）中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、   

「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当   

該都道府県の」と・、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」と   

あるのは「都道府県知事」と、同法第十九条琴一項中「行政庁が指名する職員その他政令   

で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二   

項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項、同法第二十四条第三   

項及び第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとす   

る。  

8 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見   

の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県   

知事あて送付しなければならない。  

9 都道府県知事は、第六項の規定により意見の聴取を行う場合において、第七項において   

読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条   

第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定につ   

いての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣   

に提出しなければならない。  

10 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めると   

きは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見  
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の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第   

三項の規定は、この場合について準用する。  

11 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第九項の規定により提出された意見   

書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。  

12 厚生労働大臣は、第二項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道   
府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴   

取をもって、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。  

13 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行   

うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面   

により通知しなければならない。   

一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容   

二 当該処分の原因となる事実   

三 弁明の聴取の日時及び場所  

14 厚生労働大臣は、第十二項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の   

付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせるこ   

とができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」   

とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。  

15 第十三項（前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の通知を受けた者   

は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。  

16 都道府県知事又は医道審議会ゐ委員は、第十二項又は第十四項前段の規定により弁明   

の聴取を行ったときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定につい   

ての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。  

17 厚生労働大臣は、第六項又は第十二項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁   

明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通   

知しなければならない。   

一 当該処分に係る者の氏名及び住所   

二 当該処分の内容及び根拠となる条項   

三 当該処分の原因となる事実  

18 第六項の規定により意見の聴取を行う場合における第七項において読み替えて準用す   

る行政手続法第十五条第一項の通知又は第十二項の規定により弁明の聴取を行う場合にお   

ける第十三項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでな   

ければならない。  

19 第六項若しくは第十二項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取   

を行う場合又は第十四項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合にお   

ける当該処分については、行政手続法第三葦（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、   

適用しない。  

（再教育研修）  

第八条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた薬剤  
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師又は同条第四項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の   

保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの   

（以下「再教育研修」という。）を受けるよう命ずることができる。  

2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、   

再教育研修を修了した旨を薬剤師名簿に登録する。  

3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。  

4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受   

けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。  

5 前条第十二項から第十九項まで（第十四項を除く。）の規定は、第一項の規定による命令   

をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令   

で定める。  

（調査のための権限）  

第八条の三 厚生労働大臣は、薬剤師について第八条第二項の規定による処分をすべきか否   

かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見   

若しくは報告を徹し、調剤録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は   

当該職員をして当該事案に関係のある薬局その他の場所に立ち入り、調剤録その他の物件   

を検査させることができる。  

2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関   

係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。  

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな   

らない。  

（届出）  

第九条 薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、   

住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の   

都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。  

（政令等への委任）  

第十条 この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並び   

に免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第八条の二第一   

項の再教育研修の実施、同条第二項の薬剤師名簿の登録並びに同条第三項の再教育研修修   

了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。  

第三章 試験  

（試験の目的）  

第十「条 試験は、薬剤師として必要な知識及び技能について行なう。  

（試験の実施）  

第十二条 試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。  

2 厚生労働大臣は、試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとすると   

きは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。  
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（薬剤師試験委員）  

第十三条 試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。  

2 薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。  

（試験事務担当者の不正行為の禁止）  

第十四条 薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当   

たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。  

（受験資格）  

第十五条 試験は、次の各号のいずれかに該当する看でなければ、受けることができない。   

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学において、薬学の正規の課  

程（同法第八十七条第二項に規定するものに限る。）を修めて卒業した者   

二 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた看で、厚生労働大臣が前号に  

掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの  

（受験手数料）  

第十六条 試験を受けようとする者は、実責を勘案して政令で定める額の手数料を納めなけ   

ればならない．。  

2 前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかった場合においても、返還しない。  

（不正行為の禁止）  

第十七条 試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者につい   

て、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、   

なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。  

（省令への委任）  

第十八条 この章に規定するもののほか、試験の科目、受験手続その他試験に閲し必要な事   

項は、厚生労働省令で定める。  

第四章 業務  

（調剤）  

第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若   

しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は   

獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。   

一 恵者又は現にその看護に当たっている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付  

を受けることを希望する旨を申し出た場合   

二 医師法（昭和二十三年法律第三百一号）第二十二条各号の場合又は歯科医師法（昭和  

二十三年法律第二百二号）第二十一条各号の場合  

（名称の使用制限）  

第二十条 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。  

（調剤の求めに応ずる義務）  

第二十一条 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなけれ   

ば、これを拒んではならない。  
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（調剤の場所）  

第二十二条 薬剤師は、医療を受ける者の居宅等（居宅その他の厚生労働省令で定める場所   

をいう。）において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤   

の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は   

授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設（獣   

医療法（平成四年法律第四十六号）第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみに   

よって獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同   

じ。）の調剤所において、その病院草しくは診療所又は飼育動物診療施設で診療に従事する   

医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによって調剤する場合及び災害その他特殊の   

事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定   

める特別の事情がある場合は、この限りでない。  

（処方せんによる調剤）  

第二十三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授   

与の目的で調剤してはならない。  

2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医   

師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。  

（処方せん中の疑義）  

第二十四条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医   

師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これ   

によって調剤してはならない。  

（調剤された薬剤の表示）  

第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに   

記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければな   

らない。  

（情報の提供）  

第二十五条の二 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護   

に当たっている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなけれ   

ばならない。  

（処方せんへの記入等）  

第二十六条 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨（その調剤によつ   

て、当該処方せんが調剤済みとならなかったときは、調剤量）、調剤年月日その他厚生労働   

省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。  

（処方せんの保存）  

第二十七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなった処方せんを、調剤済みとなった日   

から三年間、保存しなければならない。  

（調剤録）  

第二十八条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。  

2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなけれ  
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ばならない。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなったときは、この限り   

でない。  

3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならな   

い。  

（薬剤師の氏名等の公表）  

第二十八条の二 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及   

び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表   

するものとする。  

（事務の区分）  

第二十八条の三 第八条第六項及び第十項前段、同条第十二項及び第十三項（これらの規定   

を第八条の二第五項において準用する場合を含む。）、第八条第七項において準用する行政   

手続法第十五条第一項及び第三項（同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。）、   

第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第   

二十四条第三項、第八条第十項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用   

する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている   

事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一   

号法定受託事務とする。  

第五章 罰則  

第二十九条 第十九条の規定に違反した者（医師、歯科医師及び獣医師を除く。）は、三年以   

下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰   

金に処し、又はこれを併科する。   

－ 第八条第二項の規定により業務の停止を命ぜられた看で、当該停止を命ぜられた期間  

中に、業務を行ったもの   

二 第二十二条、第二十三条又は第二十五条の規定に違反した者  

第三十一条 第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏   

らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す   

る。  

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。   

一 第八条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかった者   

二 第八条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しく  

は報告をし．、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者   

三 第九条の規定に違反した者   

四 第十九条の規定に違反した医師、歯科医師又は獣医師   

五 第二十条の規定に違反した者   

六 第二十四条又は第二十六条から第二十八条までの規定に違反した者  
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第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法   

人又は人の業務に関して、前条第二号又は第六号（第二十七条又は第二十八条第一項若し   

くは第三項に係る部分に限る。）の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人   

又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。  
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